
地方税法（法律・政令・省令）への準拠 住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄
承

諾

否

認

保

留

そ

の

他
固定

資産

税

1 外部 土地（補充）課税台帳（閲覧

用）

印字項目への意見 その他 No5「納税義務者」 No5「所有者」 ３８１条第１項及び第２項に固定資産課

税台帳の登録事項として規定されているため。

印字

項目

要

検

討

A 以下の帳票について、登記名義人と納税義務者が異なる場

合にどのように印字しているか、確認させてください。

・帳票No.1 土地（補充）課税台帳（閲覧用）

・帳票No.7 家屋（補充）課税台帳（閲覧用）

・帳票No.58 名寄帳兼（補充）課税台帳

・帳票No.76 公課証明書（土地・家屋）

・帳票No.78 評価証明書

・帳票No.80 資産証明書

1.諾

（大筋

OK）

・土地（補充）課税台帳を修正す

るのであれば、家屋（補充）課税

台帳も同様でしょうか。

・名寄帳兼（補充）課税台帳につ

いては「所有者」欄と「現所有者・管

理人」欄を設け、それぞれを表示して

いる。それ以外の帳票に関しては、所

有者の情報のみを表示している。

帳票No58 名寄帳兼（補充）課

税台帳では、備考欄に「所有者情

報」欄を設置し、登記名義人指名を

印字しています。

※当市は名寄帳兼（補充）課税

台帳を帳票No.1 土地（補充）課

税台帳（閲覧用）及び帳票No.７

家屋（補充）課税台帳（閲覧

用）と兼用しているため、帳票No.1

及び帳票No.７はありません。

4.その

他

納税義務者で表示 4.その

他

・帳票№１…「みなす所有者」と印

字する。

・帳票№７…「みなす所有者」と印

字する。

・帳票№58…特に印字なし。（納

税義務者の意味合いが強い）

・帳票№76…特に印字なし。（同

上）

・帳票№78…特に印字なし。（納

税義務者の意味合いが強いが別枠

に賦課期日以降に取得したものも印

字可能）

・帳票№80…G市での物件証明のこ

となら、登記名義人を印字する。

別記している。 1.諾

（大筋

OK）

名義人と異なる問わず、「所有者」で

印字しています。

No.1、7、58、76については、所有

者名で印字し、資産ごとに登記名義

人を表示している。

No.78、80については、登記名義人

の印字なし。

4.その

他

K市が発行する固定資産税関係証

明書には、納税義務者（１月１日

時点の所有者）を印字しているが、

必ずしも登記名義人と同じではない

ので登記名義人が記載されていない

場合がある。

2 3

要検

討

・帳票No.58 名寄帳兼（補充）課税台帳

　→両方印字4団体、納税義務者のみ4団体

・帳票No.1 土地（補充）課税台帳（閲覧用）

・帳票No.7 家屋（補充）課税台帳（閲覧用）

・帳票No.76 公課証明書（土地・家屋）

　→両方印字2団体、納税義務者のみ5団体

・帳票No.78 評価証明書

　→両方印字1団体、納税義務者のみ6団体

・帳票No.80 資産証明書

　→両方印字1団体、納税義務者のみ5団体、登記名義人のみ１団体

いずれの帳票も納税義務者は印字されており、登記名義人は団体によって分かれ

ているため、「納税義務者」を「実装すべき項目」とし、「登記名義人」を「実装しても

しなくても良い項目」として要件化いたします。（既に要件化済みの帳票あり）

また、「納税義務者」を「納税義務者」と印字すべきか、「所有者」と印字すべきか

WT構成員に確認いたします。

（G市）

G市における物件証明は、標準仕様書においては土地・家屋証明に該当するもの

と考えています。

● 土地・家屋

固定

資産

税

1 外部 土地（補充）課税台帳（閲覧

用）

印字項目への意見 追加 No.7　大分類「登記」あるいは

No.10大分類「現況」に小分類

「共有持分」を追加（敷地権以

外）

No.22　大分類「敷地権の登録

がある場合」に小分類「共有持分

（敷地権）」を追加

共有持分の記載により、市民への課税説明

等に役立てられるため。

11 3 印字

項目

要

検

討

A  帳票No.1 土地（補充）課税台帳（閲覧用）について、

印字項目「共有持分」の必要性について確認させてください。

 また、登記情報における共有持分、現況情報における共有

持分がそれぞれ必要か確認さてください。

2.否

（考え

が異な

る）

課税台帳に関しては各物件の情報

がメインであるので、共有持分まで載

せる必要性はあまり感じられない。共

有者氏名表の意味が薄れてしまうの

ではないでしょうか。

区分所有土地の場合、持ち分に応

じた税相当額を算出するには税額案

分をする必要があり、税額案文のた

めには持ち分の印字が必要になると

考えます。一般共有の場合は持ち分

の印字は不要と考えます。

当市では、現況情報の持ち分≠登

記情報の持ち分となるケースがないた

め、登記情報における共有持分と現

況情報における共有持分がそれぞれ

必要かわかりかねます。

4.その

他

登記持分、現況持分それぞれ必

要。

敷地権がある場合、税額按分の根

拠となるため。また、一棟の家屋で複

数の部屋を持っている場合、登記持

分は合計の持分で表記され、現況

持分については、部屋ごとに表記する

可能性があるため。

2.否

（考え

が異な

る）

G市では、共有名義の場合、課税台

帳とは別に「共有者氏名表」を出力

している。共用土地の場合、課税台

帳とは別に「共有者氏名表」を出力

し、そこに敷地権持分等を印字して

いる。

そのため、課税台帳への印字は不要

と考える。

現況情報における共有持ち分の印

字は不要と考える。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

現行運用では必要としておらず、印

字するのであれば、登記情報におけ

る共有持分のみで良いと考えます。

2.否

（考え

が異な

る）

あれば便利と思うが画面で帳票では

なく確認できればよい

登記情報と現況情報どちらかでよい

1.諾

（大筋

OK）

個々の評価額を算出する際に、共有

持分が必要なことから、追加が妥当

と考える。

3 3 1

要検

討

必要（4団体）：E市、F市（登記＆現況）、H市、I市（登記のみ）、K市

不要（3団体）：C市、G市、J市

「共有者氏名表」で対応できるとのご意見をいただいている一方で、必要とのご意

見もいただいており、かつ、登記情報で良いとのご意見が大半であるため、登記情

報としての持分を「実装してもしなくても良い項目」として要件化いたします。

（F市）

一棟家屋で複数部屋を持っている場合に登記持分が合計の持分となる理由を確

認させてください。

● 土地・家屋

固定

資産

税

7 外部 家屋（補充）課税台帳（閲覧

用）

印字項目への意見 追加 ・34　年度の小分類に記載ない

事項

・大分類に記載ない事項

・項目34の小分類に「年度」「固

定資産税・都市計画税相当額」

「固定資産税課税標準額・都市

計画税課税標準額」追加

・大分類に「発行日付」「本文

（上記のとおり閲覧に供しま

す。）」追加

本市では実装済みのため 印字

項目

反

映

B 帳票No.7 家屋（補充）課税台帳（閲覧用）について、

以下の項目を実装すべき項目として追加する。

・年度　年度

・年度　固定資産税課税標準額

・年度　都市計画税課税標準額

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。

※「税相当額」については意見発出団体からのみのご意見で

あり反映しないことといたします。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

K市においては、「税相当税額」を記

載しているため、印字項目として追加

してほしい。

8

反映

する

了承いただきましたので反映いたします。

（K市以外）

「税相当額」が必要とのご意見もあり、「実装してもしなくても良い項目」として要件

化して問題ないか確認させてください。

なお、本項目を要件化する場合は、土地の課税台帳にも追加いたします。

帳票No.7 家屋（補充）課税台帳（閲覧用）について、以下の項目を実装す

べき項目として追加する。

・年度　年度

・年度　固定資産税課税標準額

・年度　都市計画税課税標準額

● 土地・家屋

固定

資産

税課

49 内部 更正対象者一覧 帳票への意見 追加 未記載事項 出力条件

・更正事由を指定できる。

処理項目の判別を容易にし、通常業務時間

の短縮を図るため。

出力条件の指定する条件が多いほど、帳票と

しての活用できる範囲が広がるため。

27 4 帳票

一覧

要

検

討

A 帳票No.49「更正対象者一覧」の出力条件に、以下の条

件を追加する必要があるか確認させてください。必要な場合

はその理由についてもご教示ください。

・「異動事由を指定できること。」

4.その

他

追加の必要はありません。 必須な機能ではありませんが、あれば

便利な機能と考えます。

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

異動事由がいろいろなパターンが想

定されるがあっても良いと考える。

【償却資産担当】

異動事由を具体的に示していただか

ないと判断できません。

2.否

（考え

が異な

る）

2.否

（考え

が異な

る）

必要性は低いと考えます。 4.その

他

あると便利 4.その

他

必要 1 2 4

要検

討

必要：（２団体）F市、K市

あると便利：（3団体）E市、G市、J市

不要：（３団体）C市、H市、I市

（F市、K市）

必要とする理由について確認させてください。

● 共通

固定

資産

税

58 外部 名寄帳兼（補充）課税台帳 印字項目への意見 追加 項目なし 大分類

・認証機関名（地方団体の長）

・電子公印

・発行日

・証明時点

について、実装すべき項目へ追加

地方税法第３８２条の３ 名寄帳は、対象者の所有資産が全て名寄せ

して表示されるため、相続時の財産調査に使

用されている。本証明が証明書として発行でき

ないとすると、資産調査時の資産漏れが出て

しまう可能性があるため。

227 6 印字

項目

要

検

討

A 帳票No.58 名寄帳兼（補充）課税台帳について、以下の

項目を追加することの必要性を確認させてください。

・認証機関名（地方団体の長）

・電子公印

・発行日

・証明時点

※証明書以外の外部帳票であっても、証明書発行日付や

認証機関名等を記載するニーズはあると考えております。ま

た、証明時点については、発行日が記載されていれば足りる

のではないかと考えております。

4.その

他

・証明書として発行する際は、認証

機関名、電子公印、発行日は必

須。証明時点は賦課期日で、各年

の１月１日だが、発行年度の記載

があれば不要と考えます。

・当市では、「内部使用」、「証明書」

としての発行の他、縦覧期間に、「閲

覧」という形で名寄帳を発行し、納

税義務者に交付しているため、閲覧

用との印字がされることを新たに希望

します。

発行日は必要と考えますがその他の

項目（認証機関名（地方団体の

長）、電子公印、証明時点）は不

要と考えます。

4.その

他

「発行日」と「証明時点」（課税基

準日と想定）については記載される

べきと思われますが、「認証機関

名」、「電子公印」については証明とし

て取り扱っていないため不要。

2.否

（考え

が異な

る）

名寄帳は証明書ではなくあくまで帳

票の閲覧であるため、電子公印等は

不要であると考える。発行日は必要

と考える。

発行日は必要である。それ以外はな

くてもよい。

2.否

（考え

が異な

る）

・電子公印、証明時点：必要性は

低いと考えます。

・認証機関名（地方団他の長）は

「機関名」のみ、発行日：必要であ

ると考えます。

提案団体の「本証明が証明書として

発行できないとすると、資産調査時

の資産漏れが出てしまう可能性があ

るため。」の内容について、どのような

ケースを想定しているのか分かりかね

ます。また本市では証明書として扱っ

ておりませんが、管轄の公正役場や

税務署などは実質的に証明書と同

様の扱いを行っているような状況があ

るように見受けられます。

4.その

他

現状他の証明で足りるので、実装さ

れていなくても問題ないが、あってもよ

い。

1.諾

（大筋

OK）

証明時点以外は必要

※「証明時点」の定義は何か？発行

日が記載されていればよい。

1 2 3

要検

討

・認証機関名（地方団体の長）

　→必要3団体（C市、I市、K市）

　　不要5団体

・電子公印

　→必要２団体（C市、K市）

　　　不要6団体

・発行日

　→必要7団体

　　不要1団体

・証明時点

　→必要1団体（F市）

　　不要7団体

（F市）

証明時点について、不要とする団体が多数のため、削除としてよいか確認させてくだ

さい。

認証機関名（地方団体の長）、電子公印については、実装してもしてなくても良

い項目とし、発行日については、実装すべき項目といたします。

● 共通

固定

資産

税

58 外部 名寄帳兼（補充）課税台帳 印字項目への意見 追加 なし 大分類：土地

中分類：所在地

小分類：仮換地先　もしくは　従

前地番

※データの持ち方（従前地番で

管理しているか仮換地先の所在

で管理しているか）によって、「従

前地番管理→仮換地先も表示」

「仮換地先所在管理→従前地

番も表示」が使い分けられると良

い。

区画整理地内において、仮換地先が確定し

使用収益開始している土地については、登記

簿上の従前地番だけでなく、仮換地先情報

（～区画整理〇〇街区▲▲画地）も市民

からよく求められるため。

区画整理地内において、仮換地先が確定し

使用収益開始している土地については、登記

簿上の従前地番だけでなく、仮換地先情報

（～区画整理〇〇街区▲▲画地）も市民

からよく求められるため、職員がその都度調べる

手間が省けるため。

印字

項目

要

検

討

A 帳票No.58 名寄帳兼（補充）課税台帳について、以下の

項目を追加することの必要性を確認させてください。

・土地　所在地　仮換地先もしくは従前地番

1.諾

（大筋

OK）

証明書として納税者へ交付すること

を想定した場合、仮換地などの表示

があった方が課税の内容を把握しや

すくなる。また、みなす課税を行った場

合には仮換地地積を使用するなど、

登記情報との差異も出てくるため、そ

の根拠にもなる。

意見発出団体の意見にある通り、市

民から従前地番の確認を求められた

際、職員がその都度調べる手間が省

けるため、あればよいと考えます。

なお、名寄帳兼（補充）課税台帳

で意見発出団体の意見を採用する

場合、証明書も同様の対応をするか

検討したほうがよいか？

1.諾

（大筋

OK）

現行においては基準日時点で仮換

地先が決定している場合は仮換地

先が記載されています。ご提案のとお

り、仮換地先・従前地番のどちらも選

択可能な仕様であるとありがたいで

す。

2.否

（考え

が異な

る）

機能要件でも明確に要件化している

ものではないと思われるため、「実装し

てもしなくてもよい項目」であればあっ

ても良い。

2.否

（考え

が異な

る）

1.諾

（大筋

OK） 区画整理地がないため、詳細な検討

が難しいのですが、要件修正案のと

おりでよいと考えます。

4.その

他

現行では換地処分が発生していない

ため不明

1.諾

（大筋

OK）

必要

仮換地先若しくは従前地番の紐づけ

が必要であるため。仮換地・従前地

での課税が発生する。

4 2 1

反映

する

必要とする団体が多数ありますので、実装すべき項目として要件化いたします。

（E市）

その他の証明書にも同様の対応を検討してもよいのではないかとご意見をいただい

ておりますが、どの外部帳票を想定されているか確認させてください。

（E市以外の団体）

E市が想定する外部帳票について、皆様のご意見を確認させてください。同様の対

応を検討すべきとのご意見が多数の場合は、事務局にて案を作成後、改めて確認

のご依頼をさせていただきます。

（G市）

仮換地と従前地は既に機能要件にて紐付けが要件化されています。

● 土地・家屋

固定

資産

税

58 外部 名寄帳兼（補充）課税台帳 印字項目への意見 追加 №110

大分類　土地・家屋・償却資産

中分類　各期税額

№110

大分類　土地・家屋・償却資産・

都市計画税

中分類　各期税額

№109「年税額」の大分類には都市計画税が

含まれているので各期税額にも含むべきかと思

われる。

印字

項目

反

映

C 帳票No.58 名寄帳兼（補充）課税台帳について、以下の

項目を修正する。

修正前：

・印字項目No.110：土地・家屋・償却資産　各期税額

修正後：

・印字項目No.110：土地・家屋・償却資産・都市計画税

各期税額

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 4.その

他

印字項目No.109の年税額とは、固

定資産税・都市計画税の各年税額

と、両方の合計年税額が表示される

という意味でよいか。

また、各期税額は、合計年税額を分

けたものという認識でよいか。

上記を前提とするならば、

109と110　の大分類は　「固定資

産税・都市計画税」でよいのでは？

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

5 1

反映

する

概ね了承いただきましたので反映いたします。

（C市）

印字項目については、再度整理を行っており、当該項目については、大分類「資産

計」、中分類「固定資産税及び都市計画税」、小分類「各期税額」とする方針で

あり、固定資産税額と都市計画税額の合算額が印字される想定です。

なお、固定資産税、都市計画税それぞれの税額はNo.102とNo.107で「差引税

額」として要件化されていますが、名称から何を示すものかが分かりづらいため「年税

額」とする方針です。

● 土地・家屋

固定

資産

税

58 外部 名寄帳兼（補充）課税台帳 印字項目への意見 追加 免税点未満 （名寄後の土地、家屋の固定資産税・都市

計画税、また償却資産の固定資産税が）免

税点未満の場合、「免税点未満」と表示す

る。

共有分割物件で免税点未満と判断されたも

のが名寄される場合は、「免税点未満の物件

あり」等の印字がされるような仕様にできない

か。また、免税点未満であっても名寄帳が出

力できるようにしていただきたい。

58 2 印字

項目

要

検

討

A 帳票No.58 名寄帳兼（補充）課税台帳について、以下の

項目を追加することの必要性を確認させてください。

・免税点未満

4.その

他

課税標準額の合計を見れば分かる

し、記載する場所の想定がつかない

ので、不要と考えます。

課税標準額の合計が記載されれ

ば、それと別に免税点未満の項目は

不要と考えます。

1.諾

（大筋

OK）

なくても現状問題ありません。 1.諾

（大筋

OK）

資産ごとの免税点判定結果は必要

と考える。

1.諾

（大筋

OK）

税通が出ていないかを確認するため。 4.その

他

実装してもしなくてもよい項目に分類

することを提案します。

帳票No.58内No.109年税額、

110各期税額といった項目の補完情

報として、設けることが望ましい項目

であると考えます。

ただし本市では、現行免税点判定

（その他非課税なども）に関係なく

課税台帳に登録しているもの全て出

力できる仕様となっております。

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

あれば分かりやすい 4 3

要検

討

必要（3団体）：G市、I市、K市、J市

不要（3団体）：C市、E市、F市

不明：H市

（G市、I市、J市、K市）

免税点未満の場合に現在どのように印字されているか確認させてください。

（H市）

税通とは何か確認させてください。

● 共通

固定

資産

税

62 外部 更正価格決定通知書 印字項目への意見 追加 家屋木非木区分 家屋構造 木造か非木造かだけでなく、非木造でもどの構

造に変更になったのか、わかりやすいため。

印字

項目

要

検

討

A 帳票No.62 更正価格決定通知書について、以下の項目を

追加することの必要性を確認させてください。

・土地　軽減・減免の根拠

・家屋　軽減・減免の根拠

2.否

（考え

が異な

る）

価格に対する変更内容を通知する

主旨のものであることから、減免等は

関係ないものと考えます。

更正価格決定通知書には要と考え

ます。

2.否

（考え

が異な

る）

2.否

（考え

が異な

る）

更正価格決定通知書では軽減・減

免の根拠は不要と考える。（意見発

出団体の意見と異なる確認項目で

あるが問題ないか。）

【償却資産担当】

減免は税額の免除であり、価格の更

正決定には関係ないため不要。

2.否

（考え

が異な

る）

1.諾

（大筋

OK）

I市は、以下の意見を踏まえまして、

項目追加に「諾」で回答します。

土地についても、コード等で軽減・減

免の根拠を示し、かつ、軽減・減免

税額を示すことで、課税説明の円滑

化につながると考えます。(土地)

税額に関する内容なので、実装しなく

てよいと考えます。（家屋）

2.否

（考え

が異な

る）

1.諾

（大筋

OK）

相手方への説明として、軽減・減免

に該当する場合必要なため、必須と

考える。

2 5

要検

討

質問事項が誤っており失礼いたしました。

更正価格決定通知書における「構造区分」についてもNo.363であわせて検討いた

します。

● 土地・家屋

固定

資産

税

62 外部 更正価格決定通知書 印字項目への意見 追加 17　課税変更_決定価格（評価

額）を償却資産の場合は資産の

種類ごととしていただきたい。

本定義では、償却資産の場合、何に対する更

正の価格決定なのかが不明瞭であり、現在資

産の種類ごとに価格の変更を通知しても、問

い合わせが絶えない状況であるため、償却資

産の場合も何が変更となったかわかりやすい帳

票としていただきたい。

印字

項目

要

検

討

B 帳票No.62　更正価格決定通知書について、以下の項目を

償却資産の場合は、種類ごとの記載とする必要があるか、確

認させてください。

・印字項目No.17 課税変更_決定価格（評価額） 変更

前/変更後

1.諾

（大筋

OK）

本市の現行運用では、種類別明細

書も添付して送付しています。

4.その

他

現行E市では種類ごとの変更前後の

決定価格のわかる通知を発行してい

ます。事業者が変更内容を確認する

ことができるため、可能であれば記載

したい。

3.保留 種類ごとの記載があった方が良いかと

は思いますが、それでは資産ごとの変

更内容はわからないため、問い合わせ

の減少に繋がるかは疑問に感じます。

当市では、該当箇所の明細写しを

同封する等により、対応しておりま

す。

4.その

他

【償却資産担当】

あってもいいと思いますが、特段必要

とはおもいません。

4.その

他

実装してもしなくても良いと考えます。 1.諾

（大筋

OK）

・当市の償却資産における更生通知

は価格決定と賦課決定が併せて１

枚となっているため１枚の方が事務の

手間が省けるため望ましい。(償却）

・左記については当市様式でも種類

ごとに記載しており、問い合わせの削

減につながると考えているため記載し

たい（帳票番号63の№54も同じ）

（償却）

2 1 3

要検

討

必要とする団体が多数いるため、種類ごとの記載といたします。（帳票No.62の印

字項目No.17）

（K市以外の団体）

償却資産において、更正価格決定通知書と、更正賦課決定通知書を分けて発

行しているか確認させてください。

● 土地・家屋

固定

資産

税

63 外部 更生賦課決定通知書 印字項目への意見 追加 ①実装してもしなくても良い項目

31　増減額_納付額

42　収納済額

50　変更前/変更後

51　変更前/変更後

52　変更前/変更後

53　変更前/変更後

54　変更前/変更後

55　変更前/変更後

56　変更前/変更後

57　変更前/変更後

58　変更前/変更後

②未記載事項

①実装すべき項目

3　 住所

31　増減額_納付額

42　収納済額

50　変更前/変更後

51　変更前/変更後

52　変更前/変更後

53　変更前/変更後

54　変更前/変更後

55　変更前/変更後

56　変更前/変更後

57　変更前/変更後

58　変更前/変更後

②「№57家屋木非区分」は、木

造か非木造かがわかるだけではな

く、構造がわかるようにする。

①現在当市において運用している帳票で記載

事項としていることから実装すべき項目としてい

ただきたい。

②構造で把握できるようにすれば、木造か非

木造かもわかり、このほうが便利なため。

印字

項目

要

検

討

A 帳票No.63 更生賦課決定通知書について、以下の項目を

修正することを想定しておりますが、ご意見をお聞かせくださ

い。

修正前：

・印字項目No.57：課税変更_家屋木非区分 変更前/変

更後

修正後：

・印字項目No.57：課税変更_構造区分 変更前/変更後

2.否

（考え

が異な

る）

賦課決定なので構造まではいらな

い。どちらかというと、62_更正価格

決定通知書の「印字項目　No．18

課税変更_家屋木非区分」の修正

が必要と思います。

構造とした方が良いと考えますので、

ご修正いただいて構いません。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

実装してもしなくても良い項目である

ことから問題ない。

1.諾

（大筋

OK）

木造、非木造の分類より構造の分

類の方がより詳しい分類で通知が出

来るためあってもよいと考える。

1.諾

（大筋

OK）

木造、非木造の区分けより、構造で

区分けしたほうが、細かい区分けであ

るため、所有者にとって分かりやすい。

2.否

（考え

が異な

る）

1.諾

（大筋

OK）

税額変更のタイミングで、特例・非課

税・減免の類型で確認する必要があ

るため。

5 2

反映

する

概ね了承いただきましたので、反映いたします。

（C市以外）

No.325についても同様の修正を行って良いか確認させてください。

● 土地・家屋

固定

資産

税

64 内部 税額変更一覧表 帳票への意見 追加 （なし） 非課税・特例・軽減・減免の有無

別に条件抽出でき、非課税相

当・特例相当の課税標準額、軽

減税額、減免税額が算出されて

いること。

更正のミスチェックができ、算定できることで３

人の作業がのべ８６４時間（１日８時間×

３人×３日間×１２か月）低減できるため。

帳票

一覧

要

検

討

A 帳票No.64「税額変更一覧表」の出力条件に、以下の条

件を追加する必要があるか確認させてください。必要な場合

はその理由についてもご教示ください。

・「対象となる特例・非課税・減免の類型の有無を指定でき

ること。」

4.その

他

追加の必要はありません。 特段必要ないと考えます。 1.諾

（大筋

OK）

例えば、調定表で賦課更正と減免が

それぞれ別項目に計上されるため、

減免を指定できるリストがあれば、そ

れぞれの対象者を整理しやすくなると

思われる。

2.否

（考え

が異な

る）

名寄処理後に各物件ごとの類型の

指定は不要と考える

2.否

（考え

が異な

る）

2.否

（考え

が異な

る）

必要性は低いと考えます。 4.その

他

あると便利 1.諾

（大筋

OK）

2 3 2

反映

しない

不要とする団体が多数のため反映しないことといたします。

（F市、J市、K市）

必要な理由を確認させてください。

● 共通

固定

資産

税

71 外部 納税通知書（土地・家屋・償却

資産）

印字項目への意見 その他 納期限 納期 法第１条第１項第６号による法定記載事

項は納期となっているため

印字

項目

反

映

C 帳票No.71 納税通知書（土地・家屋・償却資産）、帳票

No.72 納税通知書（土地・家屋）、帳票No.73 納税通

知書（償却資産）について、以下の項目を修正する。

※印字項目名称のみの修正です。

修正前：

・納期限

修正後：

・納期

※他の帳票や機能要件で「納期限」となっているものについて

「納期」に統一いたします。

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 2.否

（考え

が異な

る）

「納期限」→「納期」と変更された場

合、具体的な印字内容が明らかでな

いと明確な判断ができませんが、当

市では納税通知書には「納期限」を

印字しているので、修正は不要です。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

【償却資産担当】

納期及び納期限の両方を印字して

いる。

納税通知書表面⇒納期限

納税通知書裏面⇒納期

1.諾

（大筋

OK）

3 2

要検

討

（C市、G市）

「納期」、「納期限」について、それぞれどのように使い分けをしているのか、ご教示くだ

さい。

※同一のものであると想定しておりました。

● 共通

固定

資産

税

71 外部 納税通知書（土地・家屋・償却

資産）

印字項目への意見 追加 通知書発行年度（調定年度）

のほかに「課税対象年度の項目」

（又は通知書発行年度の備考

欄において「課税対象年度の表

示」）を追加。

過年度遡及更正時においても本帳票により納

税を告知するのであれば必要となるため。

419 2 印字

項目

要

検

討

A 帳票No.71 納税通知書（土地・家屋・償却資産）、帳票

No.72 納税通知書（土地・家屋）、帳票No.73 納税通

知書（償却資産）について、以下の項目を修正する。

修正前：

・通知書発行年度

修正後：

・対象課税年度

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 4.その

他

「通知書発行年度（調定年度）」

と「課税年度」の両方が記載されるの

であれば問題ありません。（修正案

では通知書発行年度を対象課税年

度に変更するように見受けられたた

め）。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

項目の修正ではなく、「通知書発行

年度」「課税対象年度」とも必要と考

える。

【償却資産担当】

通知書発行年度及び対象課税年

度の両方が必要。

1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

「通知書発行年度」と「対象課税年

度」の併記が必要であると考えます。

「通知書発行年度」は更正等を行っ

た年度の表示、「対象課税年度」は

遡及して課税内容を変更した年度の

表示、と考えています。また調定等の

管理においてもこの区分けは必須で

あると考えます。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

通知書発行年度（調定年度）およ

び課税対象年度（相当年度）のど

ちらの印字も必要

5 1 2

要検

討

他税目においても同様の議論が出ており、印字項目としてどのように取扱うか他税

目と並びをとるため、事務局にて検討後改めて提示させていただきます。

「通知書発行年度」は「発行年月日」を要件化していることから不要であると考えて

おり、「対象課税年度」は何年度分の課税かを示すために必要であると考えており

ますが問題ないか確認させてください。

● 共通

固定

資産

税

74 外部 課税明細書 印字項目への意見 その他 No27　土地物件明細

非課税地目・地籍

実装すべき項目（●）

No27　土地物件明細

非課税地目・地籍

実装すべき項目（空欄）

課税明細は課税される資産のみ記載すべきで

ある。非課税地目を記載する意味は資産一

覧表として活用することを意味していると思う

が、併せて法免分も記載する必要しなければ

意味が無く、法免分を掲載すると課税明細に

記載された資産の課税標準額の合計が納税

通知書の課税標準額の合計と一致しなくな

り、記載することで市民に混乱をきたす。

印字

項目

要

検

討

A 帳票No.74 課税明細書について、以下の項目を「実装すべ

き項目」から「実装してもしなくても良い項目」にする。

・印字項目No.27：土地物件明細　非課税地目・地積

※課税対象のみを印字している団体もあると考えられるた

め、「実装してもしなくても良い項目」とするものです。

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

課税明細書には非課税物件も含め

て記載すべきと考えるため、実装すべ

き機能のままとするべきと考えます。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

一部非課税適用の場合に必要と考

えるが、「実装してもしなくてもよい」の

であれば、問題ないと考える。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

問題ないです。 1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

7 1

反映

する

「非課税地目・地積」を実装していない団体がないか確認させてください。実装して

いない団体があれば、一部非課税の場合にどのように対応されているか確認させてく

ださい。

また、１筆の土地を２つの画地で分けて評価しているような場合に課税明細書上

どのように印字されているか確認させてください。

● 土地・家屋

固定

資産

税

75 内部 死亡者一覧 帳票への意見 追加 記載なし 資産の有無を指定できること 死亡者の所有する資産が人的非課税の可能

性があるため

帳票

一覧

要

検

討

A 帳票No.75「死亡者一覧」の出力条件に、以下の条件を追

加する必要があるか確認させてください。必要な場合はその理

由についてもご教示ください。

・「非課税資産の所有の有無を指定できること。」

2.否

（考え

が異な

る）

不要。 個人の人的非課税は基本想定され

ないため不要と考えます。

2.否

（考え

が異な

る）

4.その

他

課税非課税に関わらず、所有資産が

出力されればよいと考える。

【償却資産担当】

特に不要

2.否

（考え

が異な

る）

4.その

他

No.75の帳票概要の内容を「納税

義務者」⇒「所有者」に変更すれば、

提案市の意図を汲めるのではない

か、と考えます。

※死亡者への人的非課税の適用有

無は想定できませんが、「納税義務

者」の表現では課税されていない資

産が抽出対象とならないと考えられた

のではないでしょうか。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

税務署への通知作業の効率化が図

れる

2 3 2

要検

討

必要：（2団体）J市、K市

不要：（４団体）C市、E市、G市、H市

（I市）

帳票概要において、納税義務者等としているため、物的非課税のみを所有する者

も含まれております。（帳票概要の2段目の納税義務者を、納税義務者等といた

します。）

（J市、K市）

必要とする理由を確認させてください。

● 共通

固定

資産

税

78 外部 評価証明書 印字項目への意見 追加 ※特に記載なし 地目の近傍単価の出力 登録免許税法第１０条の規定により、法務

局から近傍単価の記載が求められる。

※法務局から求められる。 近傍単価が手入力の場合、１０分　自動入

力場合、１０秒　年間約２００件　手入力

の場合１０×２００＝２，０００分　約

３０時間　自動入力の場合　１０×２００

＝２，０００秒　約０．５時間

546 13 帳票

一覧

要

検

討

A 帳票No.78 評価証明書について、登記所から近傍地価格

を求められたときに現行実務上どのように取扱っているか（シ

ステムで出力できるか、手書きしているか等）ご教示ください。

1.諾

（大筋

OK）

システム印字、手書きの両方で対応

している。

登記所に標準宅地単価を渡している

ため、手書き等の方法で近傍地価

格を伝えることは行っていない。

4.その

他

未記載で出力後、課税担当にて手

書きで追記。

4.その

他

G市においては、登記官から指定され

た近傍地所在の評価証明書をシス

テム出力している。

手書きしている。 1.諾

（大筋

OK）

共通：土地のご意見に任せます

土地：前面路線価で自動出力と手

入力で回答しています。

手書き 4.その

他

あらかじめ町通ごとに近傍地となる地

番を選定している。近傍地の添付を

求められた場合は、「近傍地」として

選んだ地番をシステムから出力し、証

明書に添付・割り印のうえ交付してい

る。近傍地の設定は各団体によりさ

まざまである。

2 3

要検

討

・登記所に対してどのタイミングで渡しているか確認させてください。

・近傍単価をシステム上管理しているか確認させてください。

・登記所との間で様式が定められているか確認させてください。

● 土地・家屋

固定

資産

税

81 外部 無資産証明書 印字項目への意見 追加 課税資産がないことを証明する

旨の記載

非課税物件など、課税庁が把握していない物

件が存在するため必要である。

帳票

一覧

要

検

討

A ①　非課税物件を所有している場合に、資産証明書や無資

産証明書上どのように取扱われているか確認させてください。

②　また、１月１日時点では固定資産を所有していないが

２月１日に固定資産を取得したような場合に無資産証明

書ではどのように取扱われているか確認させてください。

※　意見発出団体からのご意見については無資産証明書の

性格を変更する記載であり反映しない方針です。

4.その

他

①非課税物件でも資産があると無

資産証明書は発行されない。資産

証明は発行可。

②あくまでも賦課期日時点での証明

のため、現年度分は発行可。

①非課税物件であっても資産を所有

している場合は無資産証明書の発

行は行えないようになっております、非

課税物件の証明書は評価証明書

（評価額は０のもの）をなど発行し

て対応しております。

②対象年度の賦課期日時点での無

資産を証明する記載となっているた

め、賦課期日後に資産を取得しても

当該年度はその情報は反映されませ

ん。

4.その

他

①非課税物件は備考に非課税とし

て所持している物件として証明・名寄

帳へ記載している。

②現行、証明願いとして扱い、市が

案内する書面においては証明時点と

して「〇年１月１日現在…」と記載

している。

4.その

他

①特段の決めは無いが、所有資産

の有無を証明するのであれば課税の

有無は関係ないのではないか。

②特に規定はない。

【償却資産担当】

該当帳票がないため回答できませ

ん。

1月1日付では無資産であるという取

り扱いで証明を発行している。

4.その

他

①本市では、現行では「資産証明

書」は実装していません。名寄帳で

は、非課税資産も表示されます。無

資産証明書はシステムでは発行して

いません（請求のあった証明書につ

き、該当資産がなく発行できない場

合、「行政証明を発行できないことの

通知」という公印付きの通知文を

Wordで作成しています。）

②１月１日時点で所有していなけ

れば、課税台帳上には記載されてい

ないため、該当資産なしの扱いとする

ものと考えます。

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

①K市では資産証明書および無資

産証明書は発行していない。非課税

物件の場合は固定資産課税台帳

登録事項証明書（旧評価証明・公

課証明）に評価額￥０を印字して

発行している。

②K市では無資産証明書は発行し

ていない。

例外）賦課期日後新たに表示登記

のあった土地

⇒表示登記を確認し、新たに設定さ

れた地番により申請を受け付け、証

明交付申請書に「上記物件は固定

資産課税台帳に登録がないことを証

明します」旨のラベルを貼り、改ざん

防止用紙にコピー・公印押印のうえ

交付する。

1 5

反映

しない

（各団体）

非課税資産のみを所有している場合に、無資産証明書を発行しているか確認いた

します。

● 共通

固定

資産

税

90 外部 減免決定通知書 印字項目への意見 その他 項目６ 通知文に「開始期」を明記 本市では実装済みのため 印字

項目

反

映

B 帳票No.62 更正価格決定通知書について、以下の項目を

実装すべき項目として追加いたします。

・【新規追加】開始期又は開始日

※機能要件上「開始した日及び終了した日」となっているも

のを「開始期又は開始日及び終了期又は終了日」といたしま

す。

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 1.諾

（大筋

OK）

No.62 更正価格決定通知書では

なく、No.90 減免決定通知書では

ないでしょうか。

開始期の記載は不要と考えます。 1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

更正価格決定通知書に減免開始

日等は不要である。

意見発出団体からの意見は別の帳

票であるが問題ないか。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

5 1

要検

討

（各団体）

申し訳ありません。再度、確認させていただきます。

帳票No.90「減免決定通知書」について、以下の項目を実装すべき項目として追

加してよろしいか確認させてください。。

・【新規追加】開始期又は開始日

※機能要件上「開始した日及び終了した日」となっているものを「開始期又は開始

日及び終了期又は終了日」といたします

● 共通

税目
帳票

番号
内外

修正の根拠

検討

対象

類似

意見

No.

同趣

旨

要件

数

対

応

方

針

事

前

確

認

要件修正案 確認項目
帳票名称

対象

（帳票への意見・印字項目への

意見・その他）

修正の種類

（追加・削除・その他）
修正前 修正後

C市 E市 F市

要件修正
WT

対象

業務

区分

I市 J市 K市 分類　集計結果H市 地方税共同機構
仕様

反映
事務局意見

G市



固定

資産

税

62

63

更正価格決定通知書

更正賦課決定通知書

印字項目への意見 追加 課税年度

相当年度

項目№1に通知年度と記載があるが、通知年

度＝課税年度という理解でよいか。過年度随

時課税をおこなう場合、その根拠となった年度

の記載（相当年度）が必要かと思われる。

印字

項目

反

映

B 帳票No.62 更正価格決定通知書、No.62 更正賦課決

定通知書について、以下の項目を修正する。

修正前：

・印字項目No.1：通知書年度

修正後：

・印字項目No.1：課税年度

※その他証明書等についても同様の修正を行います。

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

【償却資産担当】

課税年度及び相当年度の二つが必

要と考える。

1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

「通知書年度」と「課税年度」の併記

が必要であると考えます。

「通知書年度」は更正等を行った年

度の表示、「課税年度」は遡及して

課税内容を変更した年度の表示、と

考えています。また調定等の管理にお

いてもこの区分けは必須であると考え

ます。

1.諾

（大筋

OK）

相当年度は必要なので、課税年度

と相当年度。

6 1

要検

討

（G市、I市、K市）

それぞれ何を指していて何故いるのかを確認させてください。

● 共通

固定

資産

税

76

78

公課証明書

評価証明書

印字項目への意見 追加 建築年のみ表示するようになって

いる。

建築年のみ表示するようになって

いるが、建築年月日及び増築年

月日の記載を望まれることがある

ので、備考欄に必要な時に選択し

表示する。

法務局への提出書類として、未登記家屋や、

届けていない増築について、年月日の記載を

要求されている。現在、手作業で備考欄に記

載しているので、この機能があれば、証明書交

付の時間短縮につながるため。

印字

項目

反

映

B 帳票No.76 公課証明書、帳票No.78 評価証明書につい

て、以下の項目を修正する。

修正前：

・建築年

修正後：

・建築年月日

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。

※増築年月日については、増改築をどのように取扱うか検討

中であり、検討の結果を踏まえ必要に応じて再度検討いたし

ます。

2.否

（考え

が異な

る）

自治体で管理している建築の年月

日は内部的に管理しているものなの

で、証明書に年月日まで表示する必

要は無い。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

そもそも土地のケースの場合は印字

できないため、実装してもしなくても良

い項目であるのではないか。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

月日を管理していない家屋があるた

め、建築年のみ手書きで対応してま

す。月日の取扱いにつてブランクでも

対応が出来るなどは柔軟に対応でき

るようお願いします。

1.諾

（大筋

OK）

K市では、「建築年」の印字をしてい

るが、「建築年月日」であっても特に

問題はない。

5 2

要検

討

印字項目を「建築年月日」とします。

ただし、「月日」までは不要とのご意見もあるため、「月日」については「実装してもし

なくても良い項目とする」ということを追記することで問題無いか確認させてください。

（G市）

本項目は、家屋の印字項目とする想定です。

● 土地・家屋

固定

資産

税

76、

77

公課証明書(土地・家屋)、

公課証明書(償却資産)

帳票への意見 その他 帳票76：公課証明書(土地・家

屋)と帳票77：公課証明書(償

却資産)が別々の帳票に分かれて

いる。

・同一納税義務者の公課証明書

について、「土地・家屋」と「償却資

産」で別々に印刷せずに、一つの

帳票にまとめる仕様が望ましい。

・帳票レイアウトが異なるために同

一帳票にまとめられない場合は、

公課証明書を発行する際、償却

資産の公課証明書を印刷する場

合にのみ、証明書発行画面上で

選択することにより、土地・家屋の

公課証明書の次に償却資産の公

課証明書が続けて印刷される仕

様にしていただきたい。

・納税者は証明書が別々に複数枚印刷され

ると混乱する恐れがあると思料します。

・なお、公課証明書に償却資産の税額印字を

希望しない納税者もいるため、仮に土地・家

屋と償却資産の公課証明書が一つにまとまっ

た仕様になった場合でも、償却資産の印刷の

有無は、証明書発行画面上で選択することが

可能となる仕様が望ましいと思料します。

帳票

一覧

要

検

討

A 新規帳票として「公課証明書（土地・家屋・償却資産）」

が、必要かどうか確認させてください。必要な場合はその理由

についてもご教示ください。

4.その

他

不要。←償却賦課担当にも確認す

る。

3.保留 今後法務局へ提出すべき証明等が

不要になると考えるため、必要かどう

か再度精査が必要と感が増す。

土地家屋と償却とでは記載の内容も

異なるため、新規帳票としての「公課

証明書（土地・家屋・償却資産）」

は不要と考えます。

2.否

（考え

が異な

る）

償却資産についてはとくに求められる

ことはないため。

2.否

（考え

が異な

る）

実装してもしなくても良い帳票である

なら良いが。

【償却資産担当】

G市においては特段不要。

1.諾

（大筋

OK）

納税通知書には土地家屋償却全て

を記載し、最終的に課税額が計算さ

れているので、公課証明も一枚で表

示されていた方が分かりやすいと思わ

れます。

1.諾

（大筋

OK）

必要であると考えます。

（本市では利用を想定していません

が、必要な団体が相当数あると推察

します。）

2.否

（考え

が異な

る）

償却資産の公課証明書を使用して

いないため不要。

1.諾

（大筋

OK）

申請者は全ての資産を請求する場

合が多く、効率化・発行誤りの防止

に繋がるため、有用と考える。

3 3 1 1

反映

する

あると良い（２団体）：H市、K市

不要（利用想定なし）（６団体）：C市、E市、F市、G市、I市、J市

不要（利用想定なし）とする団体も多いことから、本帳票は実装してもしなくても

良い帳票として要件化いたします。

なお、印字項目については事務局で案を作成し別途確認を行います。

● 共通

固定

資産

税

76、

77

公課証明書(土地・家屋)

公課証明書(償却資産)

印字項目への意見 その他 帳票76：公課証明書(土地・家

屋)には「納税管理人」の印字は

ないが、帳票77：公課証明書

(償却資産)にはNo.5に「納税管

理人住所」、No.6に「納税管理

人氏名」が印字される。

帳票76：公課証明書(土地・家

屋)についても、「納税管理人住

所」「納税管理人氏名」を印字す

るよう希望します。

外部帳票である公課証明書の印字内容は一

致させるべきと思料します。

印字

項目

要

検

討

A 帳票No.74 課税明細書について、以下の項目を追加するこ

との必要性を確認させてください。

・納税管理人　住所

・納税管理人　氏名

4.その

他

公課証明書には納税管理人の記載

は不要と考えます。←償却賦課担当

にも確認する。

課税証明書には納税管理人情報の

記載は不要と考えます。

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

納税通知書と同タイミングで送付する

ものであることから、納税管理人が設

定されていれば納税管理人住所氏

名は印字される認識。

【償却資産担当】

法令で定められている事項でないと

思いますので、特段不要と考えます。

償却においても、実装してもしなくても

良い項目として整理していただきた

い。

2.否

（考え

が異な

る）

1.諾

（大筋

OK）

※W列にはNo.74との記載がありま

すが、検討対象をNo.76と77と認識

して回答いたします。

必要性は低いと考えます。

納税管理人は所有者（納税義務

者）ではないため、公課証明書に記

載する事項として不要であると考えま

す。また同様の理由によりNo,77につ

いても、不要であると考えます。

I市では現行帳票には印字しておりま

せん。次期システムからも印字予定は

ありません。

2.否

（考え

が異な

る）

必要ないと考えます。 2.否

（考え

が異な

る）

所有者に係る証明書のため、納税管

理人の記載は不要と考える。

2 3 2

反映

しない

提案意見の帳票と、事前確認事項の帳票が異なっており申し訳ありません。

再度確認させていただきます。

帳票76：公課証明書(土地・家屋)について以下の項目を追加することの必要は

ないものとして、反映しない方針でよいか確認させてください。

・納税管理人　住所

・納税管理人　氏名

● 土地・家屋

固定

資産

税

新規 減免所有者変更リスト 帳票への意見 追加 所有権移転により人的非課税物

件になる場合や、人的非課税物

件や物的非課税物件が他人に所

有権移転した場合、該当物件の

町名、地番、家屋番号、前所有

者、現所有者等の項目をリスト化

する。

非課税の処理漏れを防ぐために必要。 帳票

一覧

要

検

討

A 新規帳票として「減免所有者変更リスト」が、必要かどうか確

認させてください。必要な場合はその理由についてもご教示くだ

さい。

1.諾

（大筋

OK）

現在は利用していない帳票であるた

め、必ずしも必要とは感じないが、有

れば確認用として利用する見込みは

ある。（EUC等での抽出でも可）

特段必要ないと考えます。 4.その

他

減免について、当市では毎年度ごとに

処理を行う（年度をまたいで減免を

行う仕様ではない）ため、不要と考

えます。

1.諾

（大筋

OK）

あっても良いと考える。減免登録のあ

る物件に対する所有権移転の状況

を確認可能となるため。

2.否

（考え

が異な

る）

2.否

（考え

が異な

る）

必要性は低いと考えます。

非課税・減免それぞれの対象リストが

あればよいと考えます。

4.その

他

あると便利 1.諾

（大筋

OK）

現行、課税システムのプログラムで作

成しているが、当該機能があれば任

意で作成が可能となる。

3 2 2

反映

する

あると便利（4団体）：C市、G市、J市、K市

不要（4団体）：E市、F市、H市、I市

要否のご意見が割れていることから、実装してもしなくても良い帳票として要件化い

たします。

※意見発出団体に帳票一覧の出力条件等の作成を依頼する。

● 共通

固定

資産

税

新規 非課税所有者変更リスト 帳票への意見 追加 所有権移転により減免中の物件

が他人に所有権移転した場合、

該当物件の町名、地番、家屋番

号、前所有者、現所有者等の項

目をリスト化する。

減免の処理漏れを防ぐために必要。 帳票

一覧

要

検

討

A 新規帳票として「非課税所有者変更リスト」が、必要かどうか

確認させてください。必要な場合はその理由についてもご教示

ください。

1.諾

（大筋

OK）

現在は利用していない帳票であるた

め、必ずしも必要とは感じないが、有

れば確認用として利用する見込みは

ある。（EUC等での抽出でも可）

特段必要ないと考えます。 4.その

他

非課税の処理漏れを防ぐためには便

利ですが、帳票ではなくEUC機能で

実装されれば十分であると考えます。

1.諾

（大筋

OK）

あっても良いと考える。非課税登録の

ある物件に対する所有権移転の状

況を確認可能となるため。

2.否

（考え

が異な

る）

2.否

（考え

が異な

る）

必要性は低いと考えます。

非課税・減免それぞれの対象リストが

あればよいと考えます。

4.その

他

あると便利 2 2 2

反映

する

必要（あれば便利＆EUC）（4団体）：C市、F市、G市、J市

不要（3団体）：E市、H市、I市

要否のご意見が割れていることから、実装してもしなくても良い帳票として要件化い

たします。

※意見発出団体に帳票一覧の出力条件等の作成を依頼する。

● 共通

固定

資産

税

相続人代表者指定（変更）届

について

帳票への意見 追加 帳票を新たに追加。

印字項目は以下のとおり。

送付先郵便番号・住所・所有者

名、カスタマーバーコード、納税義

務者番号、帳票タイトル、案内

文、問い合わせ先担当部門・電

話番号、届本文、被相続人氏

名・住所・死亡年月日

地方税法第9条の2第1項

地方税法施行令第2条第2項

毎年300～400件送っている相続人代表者

指定（変更）届についての書面に印字するこ

とにより1人の作業がのべ24時間低減されるた

め。

印字

項目

要

検

討

A 新規帳票として「相続人代表者指定（変更）届」（外部

帳票）の要件化を検討したいと思いますので、以下について

確認させてください。

①帳票の要否

②下記項目以外で必要な印字項目

③下記項目のうち印字不要な項目（法令違反等で印字し

てはいけないと考える項目など）

＜印字項目＞

送付先住所・所有者名、カスタマーバーコード、納税義務者

番号、帳票タイトル、案内文、問い合わせ先、届本文、被相

続人氏名・住所・死亡年月日

4.その

他

①不要。 ①標準化システム上の帳票としては

不要

②

③

4.その

他

①必要

②提出日、代表者の連絡先、代表

者以外の相続人の氏名・住所・続

柄・署名欄、税目（当市では、市民

税など固定資産税以外の税目につ

いても共通書式を用い、一枚の届出

で複数の税目に相続人代表者を設

定できるようにしている）

なお、本市では、例えば、相続人代

表者の指定は、あらたかじめ、相続

人代表者になりうる人に内諾を取った

後、当該届の提出を求める運用をし

ていますので、相続人代表者が明ら

かな場合を除き、システム上で既に、

所有者名等が記載されているものを

送付するのは、運用上不適当だと考

えます。確認項目の認識が誤ってい

た場合は申し訳ありません。

4.その

他

①不要。各自治体ごとに届出有無

は異なると思われるため。

【償却資産担当】

①あってよい

②相続人代表者記名欄（氏名・住

所）（送付先住所・所有者名に該

当する場合不要、旧相続人代表者

（氏名・住所）（変更の場合）

③特になし

1.諾

（大筋

OK）

①必要

➁特になし

③特になし

4.その

他

あると便利 1.諾

（大筋

OK）

①必要

②物件の表示

③「送付先住所・所有者名」と「被

相続人氏名・住所」が同じであれ

ば、送付先住所は不要。「（所有者

名）相続人様」あてとなるよう印字し

てほしい。

2 4

反映

する

①

必要（４団体）：F市、I市、J市、K市

不要（3団体）：C市、E市、G市

（F市、I市、J市、K市）

システムから出力する必要があるか改めて確認させてください。

● 共通

固定

資産

税

固定資産現所有者申告書につい

て

帳票への意見 追加 帳票を新たに追加。

印字項目は以下のとおり。

送付先郵便番号・住所・所有者

名、カスタマーバーコード、納税義

務者番号、帳票タイトル、案内

文、問い合わせ先担当部門・電

話番号、申告書本文、被相続人

氏名・住所・生年月日・死亡年

月日、土地家屋の区分、所在、

地番、家屋番号

地方税法第384条の3 年300～400件送る予定の固定資産現所有

者申告書についての書面に印字することにより

2人の作業がのべ24時間低減されるため。

帳票

一覧

要

検

討

A 新規帳票として「固定資産現所有者申告書」（外部帳

票）の要件化を検討したいと思いますので、以下について確

認させてください。

①帳票の要否

②下記項目以外で必要な印字項目

③下記項目のうち印字不要な項目（法令違反等で印字し

てはいけないと考える項目など）

＜印字項目＞

送付先住所・所有者名、カスタマーバーコード、納税義務者

番号、帳票タイトル、案内文、問い合わせ先、申告書本文、

被相続人氏名・住所・生年月日・死亡年月日、土地家屋

の区分、所在、地番、家屋番号

4.その

他

①申告書の書式は必要（被相続

人の住所・氏名・死亡年月日・納税

義務者番号 を印字）

案内文はケースバイケースであるの

で、統一するのは難しいと考えます。

②なし

③土地家屋の区分、所在、地番、

家屋番号（物件の記載は必要な

し）

①標準化システム上の帳票としては

不要

②

③

4.その

他

①必要

項目については、条例等で定めている

自治体もあるかと想定されますので、

必ずしも実装する必要はないかと思

われます。

4.その

他

①不要。各自治体ごとに届出有無

は異なると思われるため。

【償却資産担当】

ケースがないため判断できません。

①必要

➁特になし

③特になし

不明 1.諾

（大筋

OK）

現行、手処理で作成しているが、対

象者の要件化により、作業が大幅に

効率化・ご記入防止に繋がることか

ら、有用と考える。

1 3

要検

討

・本帳票をシステムから出力する必要があるか確認させてください。 ● 土地・家屋

固定

資産

税

証明書発行 追加 住宅用家屋証明書発行 住宅用家屋証明書発行が事務分掌にあるた

め

帳票

一覧

要

検

討

A 以下の帳票の必要性・用途を確認させてください。

・住宅用家屋証明書

※　申請者住所などシステム上管理できていない項目がある

ため、システムで対応してない団体が殆どであると考えており、

事務局としては不要ではないかと考えております。

2.否

（考え

が異な

る）

現行はシステム上での発行はしてい

ない。表示登記の情報が法務局から

来る前に申請することが多いため、シ

ステム管理は難しいと思います。

家屋の所有権保存登記の際の登録

免許税算定に使用する証明書を指

していると考えますが、固定資産税シ

ステムで保持する帳票としては不要と

考えます。

2.否

（考え

が異な

る）

事務局指摘のとおり、申請者や新築

家屋の情報など、基幹システムで持

ち合わせていない情報があるため。

2.否

（考え

が異な

る）

使用用途が不明であるため。 2.否

（考え

が異な

る）

4.その

他

（あれば便利ではあると思います

が）必要性は低いと考えます。

※申請者住所などはブランク機能等

で自由入力を行える仕様とすることで

クリアできると考えます。

本市では年間1,200件程度の申請

を受け付けており、現行ではシステム

外での取り扱いをしております。システ

ム出力機能が備わっていれば、活用

し事務作業の効率化に寄与すると考

えますが、必要とまでは言えません。

不要 4.その

他

交付申請者の提出書類（申請書・

証明書を含む）のみで審査・発行を

行うため、システムでの発行機能は不

要。事務局案に賛成

4 2

反映

しない

意見発出団体に確認したところ、本帳票は登録免許税の軽減を受けるために使用

する証明書であることが判明しております。

C市ご指摘のとおり登記の際に使用する書類であり、未登記時点での発行が多く

システム上で管理していない情報を印字する必要があることから、反映しないことと

いたします。

● 土地・家屋


